
 

 

 つちはし保育園 重要事項説明書（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

 

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称  社会福祉法人みんなでいきる  

事業者の所在地  新潟県上越市西城町 2-10-25 大島ビル 307 

事業者の連絡先  025-530-7260 

代表者氏名  大島  誠  

 

（２）施設の概要 

種別  保育所  

名称  つちはし保育園  

所在地  新潟県上越市土橋 2455 

連絡先  
電話： 025-522-6301 

F A X： 025-522-6303 

管理者  園長  山本  浩昭  

開設年月日  令和４年４月 1 日  

利用定員  
（２号）  

（３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

12 人  30 人  44 人  40 人  37 人  37 人  200 人  

当園の基本理念・方針  

（保育理念）  

・自分で決められる人間、互いの価値観を尊重できる人間の育成を目指す  

                              （ Decide）  

・保護者の子育て、それぞれの意思や想いを尊重する場を支える  

                                                       (Support) 

・保育園から発信し、ひとに優しい地域を創造する  (Creative) 

（保育方針）  

地域の中で“みんな„で支えあい“いきる„力を育む  

 

（３）施設の概要 ※別添可 

敷地  
敷地全体  4314.94 ㎡  

園庭  866.84 ㎡  

園舎  
構造  鉄筋造 2 階建て／木造平屋建て  等  

延べ  1947.29 ㎡  

 



 

 

（４）主な設備の概要 ※別添可 

設備  部屋数  備考  

保育室  8 室  2 歳児～ 5 歳児、 2 部屋ずつ  

乳児室・ほふく室  各 1 室  0 歳児及び 1 歳児  

遊戯室  1 室   

調理室  1 室   

事務室  1 室   

医務室  2 室   

その他    

   

 

（５）職員体制（令和 6 年 4 月 1 日 現在） 

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  1 人  1 人  人   

副園長  １人  １人  人   

保育士  36 人  32 人  4 人   

保育補助  8 人  5 人  3 人   

調理員  6 人  4 人  2 人  派遣 1 

看護師  1 人  1 人  人   

事務員  1 人  1 人  人   

園士  1 人  人  1 人   

嘱託医  2 人  人  2 人  内科、歯科  

     

     

     

 

 

 

 

 



 

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】 

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  
保育標準時間  午前  ７時   30 分～午後  19 時  00 分（１１時間） 

保育短時間  午前   ８時  30 分～午後  16 時  30 分（８時間） 

延長保育  

保育標準時間  
朝：   7 時  30 分～  8 時 30 分    

夕：  18 時  30 分～ 19 時  00 分  

保育短時間  
朝：   7 時  30 分～  8 時 30 分  

夕：  16 時  30 分～ 19 時 00 分  

開所時間  
月～金曜日  午前   7 時  30 分～午後  19 時  00 分  

土曜日  午前   7 時  30 分～午後  17 時  00 分  

休業日  
日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等 

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

給食費（ 3 歳児以上）  ※世帯・所得状況により免除となる場合があります。 6,000 円  

延長保育料  ※該当者のみ  
30 分につき  

100 円  

保護者会費   300 円 /月  

  円  

 

（８）支払方法（認定こども園のみ） 

 

 

（９）提供する特定教育・保育の内容 

保育所保育指針（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 117 号）に基づき、園児の心身  

身の状況等に応じ、 (6)に記載する時間において保育の提供等を行います。  

 

 

 

 



 

 

（１０）年間行事予定 

月  行事内容  

4 月  入園式・新入園児歓迎会・保護者会総会・保育参観  

5 月  こどもの日のつどい・個別面談・引き渡し訓練・内科健診・歯科検診  

6 月  むし歯予防集会・ 5 歳児親子遠足・親子コミュニケーション支援講座・保育参観  

7 月  七夕の集い・プールはじめ・防犯教室・ちびっこ夏祭り・役員会  

8 月  視力検査・プールおさめ・プール参観  

9 月  バス遠足・親子虫歯予防教室・祖父母交流会・未満児ミニ運動会  

10 月  運動会・歯科検診・保育参観・バス遠足・総合避難訓練・祖父母交流会  

11 月  保育参観  

12 月  発表会・クリスマス会・大掃除  

1 月  新年お楽しみ会・親子交通安全教室  

2 月  入園説明会・豆まき・個別面談・役員会・保育参観  

3 月  ひな祭り・バス遠足・保育参観（給食試食会）・お別れ会・卒園式  

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】 

利用者の内定  市が行う利用調整による  

利用決定（認定こども園） －  

退園理由  

  2 号・ 3 号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

  保護者から退園の申出があったとき  

  利用継続が不可能であると市が認めたとき  

  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  
 

 

（１２）嘱託医 

医療機関の名称  こころのクリニック  上越妙高診療所  

医院長名  吉岡  茂子  

所在地  上越市大和 2 丁目４ -７  

電話番号  025-522-6611 

 



 

 

（１３）嘱託歯科医 

医療機関の名称  神岡歯科医院  

医院長名  神岡  真佐志  

所在地  上越市西城町 3 丁目１ -１４  

電話番号  025-525-1817 

 

（１４）緊急時における対応方法  

 園児に体調の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに保護者に連絡をし、必要が

あれば医療機関への連絡を行う等の必要な措置を行います。  

【管轄する消防署】  

消防署名  上越消防署  

所在地  新潟県上越市藤野新田 330 番地 1 

電話番号  025-544-0119 

【管轄する警察署】  

警察署名  上越警察署  

所在地  新潟県上越市藤野新田 1172 番地  

電話番号  025-521-0110 

 

（１５）非常災害対策 

防火管理者  園長  山本浩昭  

消防計画届出年月日  令和 6 年 4 月 1 日  

避難訓練  避難訓練を年 17 回実施します。防犯訓練を年 2 回実施します。  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所  一次避難：玄関前、  二次避難：北本町公園  

緊急時の連絡手段  園メール（ ICT）による連絡、電話による情報提供  

 

 

 

 

 

 



 

 

（１６）相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者  副園長  宮越美恵子   

相談・苦情解決責任者  園長  山本浩昭   

第三者委員  
加藤  正人  

佐藤  健  

 

 

 

【要望・苦情等への対応方法】 

相談・苦情等を受け付けた場合には、受付担当者から解決責任者へ方向するとともに、内容

を記録し、必要な改善を行い保護者との解決に努めます。必要に応じて、第三者委員の立会い・

助言を求めます。  

 

（１７）賠償責任保険の加入状況 

保険の種類  ほいくのほけん（全国私立保育園）  

保険の内容  保育園での事故等の補償、個人のけが  

保険金額  2,100 円  

 

（１８）個人情報の取り扱い 

児童及び保護者に係る個人情報について、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ず

に第三者に提供することはありませんが、次の事項について、その目的のために必要最小限の

範囲内において個人情報を使用することを、ご同意いただきますようお願いいたします。  

＜第三者への提供＞  

・  小学校への円滑な移行が図れるよう、入学する予定の小学校等及び関係部署との間で情報

を共有すること。  

・  緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。  

＜掲示等＞  

・  園における日々の児童の様子を保護者等にお伝えするため、児童の様子を含めた保育又は

行事の実施状況を撮影し、撮影した写真等を園内に  掲示することがあります。  

・ 児童への貸出備品等を識別できるようにするため、園内の貸出備品（靴箱、カバン掛け等）

及び児童の製作物等に児童の氏名等を記載、又は掲示することがあります。  

 

（１９）その他保護者に説明すべき事項  

 当該重要事項説明書に定めるもののほか、入園、利用にあたっての詳細な留意事項等につい

ては、別途園が作成する入園のしおり等において提示するものとします。  

 


